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○ 個別検討WT（第1回）で検討する範囲は以下のとおりです。

検討の論点 具体的内容

健康保険証の記号・番号・
枝番の管理方法について

○ 療養介護医療・基準該当療養介護医療、肢体不自由児通所医療、自立支援医療（更生医療、育成
医療、精神通院医療）において、被保険者証の記号、番号、枝番の３項目を管理しているが、事務処
理上３項目を区分して管理する必要性について確認したい。
例１） 同一医療保険加入者であるか ⇒保険者名称で確認可能
例２） レセプト点検時の紐づけ ⇒受給者番号で可能
例３） 健康保険組合に加入日等を確認する際、記号、番号、枝番の区分が必要？

○ ３項目の区分が不要であれば、「被保険者証記号番号枝番」の１項目への変更を検討したい。

育成医療、精神通院医療
も同様

標準仕様書 3.0版において、
管理項目は３項目に区分されている

１．検討事項について



２．検討の経緯について
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○ 検討の経緯は以下のとおりです。

経緯の概要 具体的内容

○ 令和６年12月２日から健康保険証が廃止（令和５年12月12日閣議決定）となることを踏
まえ、健康保険証の写しの添付が必要な申請手続きについて、健康保険証の写しによる
資格確認が行えなくなることから、国において資格確認の方法について検討している。

○ 具体的には、情報提供ネットワークを利用した中間サーバーへの情報照会により資格
確認を行うこと等を検討している。なお、国民健康保険や後期高齢者医療については、
国民健康保険システムや後期高齢者医療システムから資格情報を障害者福祉システム
に連携すること等による確認も可能となっている。（詳細は参考２に記載している。）

○ 現状、被用者保険の資格確認は、以下のとおりとなっている。
①被保険者証の写しによる確認（実施要綱に規定された確認方法）

②情報提供ネットワークを利用した確認

○ ②について、健康保険組合によっ
ては、中間サーバーに副本登録され
た被保険者記号番号枝番が区別さ
れていないケースが確認されている。

○ 以上を踏まえ、情報提供ネットワー
クを利用した資格確認を行う場合、記
号、番号、枝番を区分した確認や管理
ができない場合が想定される。被用者保険

記号、番号、枝番は、
１項目に設定される

記号、番号、枝番は、区分して確認可能
（参考）
・記号：同一健康保険組合（保険者番号）の中で、被保険
者が所属する事業所ごとに割り振り

・番号：同一事業所内の被保険者ごとに割り振り（被扶養
者は被保険者と同一番号）

・枝番：被保険者は00、被扶養者は01,02､･･･を付番

例）記号：21、番号：123、枝番：01
・区別されているケース
「21 123 01」
※半角スペースで区分されている
・区分されていないケース
「2112301」
※記号番号枝番がくっついている
記号が21なのか211なのか等、
番号が123なのか23なのか等不明



３．記号、番号、枝番の扱いについて①（療養介護医療・基準該当療養介護医療）
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○ 被保険者証記号、番号、枝番を利用する対象や場面ごとの影響は以下のとおりです。

No 確認の観点 影響・内容

１
被保険者証情報の
管理対象者

障害者本人

２
インプット（申請書、
変更申請書）の記
載内容

「被保険者証の記号及び番号」
の１項目
※ システムから印字する場合
は、記号、番号、枝番の間
に全角スペースを挿入

３
アウトプット（受給
者証）の記載内容

「被保険者証の記号及び番号」
の１項目
※ システムから印字する場合
の仕様は申請書と同様

４
基幹系システムと
の連携

・Input 国民健康保険システム、
後期高齢者医療システムか
ら被保険者情報を取得
・Output なし

５
判定ソフト、国保連
システムとの連携

なし

６
中間サーバーへの
副本登録

なし ※ 給付開始年月日、給
付終了年月日の２項目

７
情報提供ネットワ
ークを利用した情
報照会

申請書に記載された保険者名
を元に、各市町村又は支払基
金に対して提供依頼

８ 請求・支払事務 肢体不自由児通所医療に同じ

申請書の
記号番号枝番

受給者証の
記号番号枝番

上記の観点では３項目を区分する必要性が見受けられ
ないが、１項目として問題ないか。



３．記号、番号、枝番の扱いについて②（肢体不自由児通所医療）
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○ 被保険者証記号、番号、枝番を利用する対象や場面ごとの影響は以下のとおりです。

No 確認の観点 影響・内容

１
被保険者証情報の
管理対象者

障害児の保護者

２
インプット（申請書、
変更申請書）の記
載内容

療養介護医療に同じ

３
アウトプット（受給
者証）の記載内容

療養介護医療に同じ

４
基幹系システムと
の連携

療養介護医療に同じ

５
判定ソフト、国保連
システムとの連携

療養介護医療に同じ

６
中間サーバーへの
副本登録

なし ※サービス種別コード、
給付開始年月日、給付終了
年月日、支給対象年月、利用
者負担額の５項目

７
情報提供ネットワ
ークを利用した情
報照会

療養介護医療に同じ

８ 請求・支払事務

・レセプトにより、医療保険の
請求と併せて請求
・食事等利用者に一部公費負
担を行う場合は請求書（受給
者証番号を利用）

上記の観点では３項目を区分する必要性が見受けられ
ないが、１項目として問題ないか。

申請書の
記号番号枝番

受給者証の
記号番号枝番



３．記号、番号、枝番の扱いについて③（自立支援医療）

5

○ 被保険者証記号、番号、枝番を利用する対象や場面ごとの影響は以下のとおりです。（３医療同様です。）

No 確認の観点 影響・内容

１
被保険者証情報の
管理対象者

受診者（障害児・者本人）
ただし、自己負担上限額を設
定するための所得区分の判定
は医療保険世帯の所得等で行
うため、同一保険世帯員の確
認が必要となる。

２
インプット（申請書、
変更届）の記載内
容

「受診者の被保険者証の記号
及び番号」の１項目

３
アウトプット（受給
者証、決定のお知
らせ）の記載内容

療養介護医療に同じ

４
基幹系システムと
の連携

療養介護医療に同じ

５
判定ソフト、国保連
システムとの連携

該当しない

６
中間サーバーへの
副本登録

なし ※ 支給開始年月、支給
終了年月の２項目

７
情報提供ネットワ
ークを利用した情
報照会

療養介護医療に同じ

８ 請求・支払事務
レセプトにより、医療保険の請
求と併せて請求

上記の観点では３項目を区分する必要性が見受けられ
ないが、１項目として問題ないか。

申請書の
記号番号枝番

受給者証の
記号番号枝番



４．他システムから連携される項目について①（国民健康保険システム）
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○ 国民健康保険システムから連携される項目は以下のとおりです。

国民健康保険システムでは、被保険者証記号、
被保険者証番号、枝番を分けて管理しているた
め、３項目が連携される。

障害者福祉システムへの連携機能。

障害者福祉システムで、記号、番号、枝番を１項目に変更した場合は、
連携により取得する３項目を１項目として扱う必要がある。



４．他システムから連携される項目について②（後期高齢者医療システム）
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○ 後期高齢者医療システムから連携される項目は以下のとおりです。

後期高齢者医療の被保険者証の番号は、
被保険者番号の１項目である。

障害者福祉システムへの連携機能。



５．被保険者証の記号、番号、枝番を１項目に変更した場合の影響について①
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○ 記号、番号、枝番の３項目を１項目に変更する場合は、標準仕様書の見直しは以下を想定しています。

No 影響箇所 変更前 変更後

１

機能
帳票
要件

障害福祉サービ
ス等

機能ID：0220640

療養介護医療受給者情報、肢体不自由児通所
医療受給者情報を管理できること。

【管理項目】
公費負担者番号、公費受給者番号、医療型個
別減免適用期間開始日、医療型個別減免適用
期間終了日、医療部分負担上限月額、保険者
番号、被保険者証記号、被保険者証番号、被
保険者証番号枝番、医療機関事業所番号、食
費負担限度額、医療受給者証交付日

療養介護医療受給者情報、肢体不自由児通所医
療受給者情報を管理できること。

【管理項目】
公費負担者番号、公費受給者番号、医療型個別
減免適用期間開始日、医療型個別減免適用期間
終了日、医療部分負担上限月額、保険者番号、
被保険者証記号番号枝番、医療機関事業所番号、
食費負担限度額、医療受給者証交付日

２

更生医療、
育成医療、
精神通院医療

機能ID：0220855、
0220934、
0221007

加入保険情報を管理できること。
【管理項目】
保険者番号
保険の種類コード
被保険者証記号
被保険者証番号
被保険者証番号枝番

※ 加入保険情報登録時は、保険者をマスタ
から参照・検索して指定できること

加入保険情報を管理できること。
【管理項目】
保険者番号
保険の種類コード
被保険者証記号番号枝番

※ 加入保険情報登録時は、保険者をマスタから
参照・検索して指定できること

※ なお、健康保険証の廃止に伴い、機能ID：0220014（国民健康保険システムに、国民健康保険情報を照会する）、機能ID：0220015

（後期高齢者医療システムに、後期高齢者医療保険情報を照会する） について、標準オプション機能を実装必須機能とする必要

があるかはWTで検討する想定である。



５．被保険者証の記号、番号、枝番を１項目に変更した場合の影響について②
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○ 記号、番号、枝番の３項目を１項目に変更する場合は、標準仕様書の見直しは以下を想定しています。

No 影響箇所 変更前 変更後

３

帳票
詳細
要件

障害福祉サービス等
帳票ID：0220094、0220095、0220096、0220097
通番：21 被保険者証の記号及び番号
帳票ID：0220119、0220122
通番：9 被保険者証の記号及び番号

更生医療
帳票ID：0220168 ※受給者証
通番：9 被保険者証の記号及び番号
帳票ID：0220178 ※記載事項変更届
通番：13 被保険者証に関する事項（記号及び番
号・保険者名・受診者と同一の加入者）

育成医療、精神通院医療
帳票ID：0220183 ※受給者証
通番：9 被保険者証の記号及び番号
帳票ID：0220193、0220205 ※記載事項変更届
通番：21 被保険者証に関する事項（記号及び番
号・保険者名・受診者と同一の加入者）

枝番が入力されている場合は、「記号＋” ”
＋番号＋” ”＋枝番」、枝番が未入力の場合
は、「記号＋” ”＋番号」を印字すること

削除

４

更生医療
帳票ID：0220174 ※支給認定申請書
通番：12 受診者の被保険者証の記号及び番号

育成医療、精神通院医療
帳票ID：0220187、0220204 ※支給認定申請書
通番：19 受診者の被保険者証の記号及び番号

※以下表示項目は、再認定、変更の場合は
印字することがあるため、標準オプションとし
ています。

枝番が入力されている場合は、「記号＋” ”
＋番号＋” ”＋枝番」、枝番が未入力の場合
は、「記号＋” ”＋番号」を印字すること

※再認定、変更
の場合は印字す
ることがあるた
め、標準オプショ
ンとしています。

※ 帳票レイアウトの変更は想定していない。



（参考１）情報提供ネットワークを利用した被用者保険の資格確認の方法
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療養介護医療・基準該当療養介護医療、自立支援医療の
事務手続きにおいて、保険証情報を照会するもの

肢体不自由児通所医療の事務手続きにおいて、
保険証情報を照会するもの

被用者保険

被用者保険

記号、番号、枝番は、
１項目に設定される

記号、番号、枝番は、
１項目に設定される

療養介護医療・基準
該当療養介護医療

自立支援医療

肢体不自由児通所医療



（参考２）健康保険証の写しに代わる資格確認の方法（検討中）
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○ 自治体の申請受付における資格確認の方法について、検討している内容は以下のとおりです。

No 令和６年12月２日以後の確認方法 代替 具体的内容

１ 情報提供ネットワークを利用した情報照会による確認 可
原則の代替方法となる。なお、一部の健康保険組
合に係る被用者保険について、記号・番号・枝番
の区分が出来ない状況は検討が必要である。

２
庁内基幹系システム（国民健康保険システム、後期高齢者医療
システム）との連携等による確認

可
標準仕様書では標準オプション機能となっている
ため、ワーキングチームにおいて実装必須機能へ
の変更が必要であるか検討する予定である。

３
マイナ保険証（※１）の読み取りによる確認
※１ 保険証利用登録済（令和６年３月31日時点で約7,200万件）

のマイナンバーカード
不可

自治体においては、医療機関等が利用するオンラ
イン資格確認を行うことができない。（オン資NWに
接続された端末を自治体で利用できないため。）

４
本人のスマフォ画面（※２）による確認
※２ マイナポータルの自己情報表示機能により資格情報を表示

検討中
資格情報を画面から確認することは可能であるが、
窓口における目視の確認のみで可とするのか等、
更なる検討が必要である。

５
「資格確認書」（※３）による確認
※３ マイナ保険証非保有者へ交付

検討中
資格確認書（写し）の提出により可とするか検討
が必要である。

６

「資格情報のお知らせ」（※４）による確認
※４ 70歳以上（後期高齢者医療制度は障害を有する65歳以上

の被保険者を含む）のマイナ保険証保有者（被用者保険は
新規加入者）へ交付

検討中
医療機関における資格確認と同様にマイナ保険
証と組み合わせること、かつ資格情報のお知らせ
（写し）の提出により可とするか検討が必要である。

※ 廃止日（令和６年12月２日）時点で発行済みの健康保険証は、改正法の経過措置により、廃止日から最長1年間は引き続き使用することが可能であるが、
その1年（令和７年12月２日）よりも前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、使用できるのはその有効期限までである。



（参考３）マイナ保険証施行に伴う自立支援医療費の支給認定に係る取扱い
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○ 「マイナ保険証施行に伴う自立支援医療費の支給認定に係る取扱いについて」（令和６年４月５日 厚生労働省

社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 事務連絡）の抜粋は、以下のとおりです。

11ページのNo４に該当

11ページのNo５に該当

11ページのNo６に該当

11ページのNo１に該当

【出典】 「マイナ保険証施行に伴う自立支援医療費の支給認定に係る取扱いについて」（令和６年４月５日 事務連絡）



（参考４）「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」のイメージ
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○ 「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」のイメージは以下のとおりです。
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